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規

則

■群
馬
県
公
立
大
学
法
人
の
役
員
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
四
月
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
五
十
八
号

群
馬
県
公
立
大
学
法
人
の
役
員
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
群
馬
県
公
立
大
学
法
人
の
役
員
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
除
に
関
す

る
条
例
（
令
和
二
年
群
馬
県
条
例
第
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
給
付
）

第
二
条

条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
給
付
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
役
員
等
（
以
下
「
役
員
等
」
と
い
う
。
）
が
群
馬
県
公
立
大
学
法

人
（
以
下
「
法
人
」
と
い
う
。
）
の
職
員
を
兼
ね
て
い
た
と
き
は
、
当
該
職
員
と
し
て
当
該
法

人
か
ら
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
十
九
条
の
二
第
四
項
の

承
認
（
第
三
号
に
お
い
て
「
一
部
免
除
承
認
」
と
い
う
。
）
の
日
を
含
む
事
業
年
度
以
前
の
事

業
年
度
に
お
い
て
支
給
さ
れ
、
又
は
支
給
さ
れ
る
べ
き
退
職
手
当
以
外
の
給
与
（
当
該
役
員
等

を
兼
ね
て
い
た
期
間
の
も
の
に
限
る
。
）

二

条
例
第
二
条
の
報
酬
又
は
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
給
付

三

役
員
等
が
法
人
の
職
員
を
兼
ね
て
い
た
と
き
は
、
当
該
職
員
と
し
て
当
該
法
人
か
ら
一
部
免

除
承
認
前
に
支
給
さ
れ
た
退
職
手
当
（
当
該
役
員
等
を
兼
ね
て
い
た
期
間
を
基
礎
と
す
る
も
の

に
限
る
。
）

四

条
例
第
二
条
の
退
職
手
当
又
は
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
給
付

（
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
の
算
定
方
法
）

第
三
条

条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る

額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

条
例
第
二
条
の
報
酬
の
額
並
び
に
前
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
額
の
事
業
年
度
ご
と
の
合
計

額
（
当
該
事
業
年
度
の
期
間
が
一
年
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
計
額
を
一
年
当
た
り

の
額
に
換
算
し
た
額
）
の
う
ち
最
も
高
い
額

二

次
の
イ
に
掲
げ
る
額
を
ロ
に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
得
た
額

イ

条
例
第
二
条
の
退
職
手
当
の
額
並
び
に
前
条
第
三
号
及
び
第
四
号
の
額
の
合
計
額

ロ

役
員
等
が
そ
の
職
に
就
い
て
い
た
年
数
。
た
だ
し
、
当
該
役
員
等
が
次
に
掲
げ
る
も
の
に

該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
次
に
定
め
る
数
が
当
該
年
数
を
超
え
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
数
と
す
る
。

⑴

理
事
長
又
は
副
理
事
長

六

⑵

理
事

四

⑶

監
事
又
は
会
計
監
査
人

二

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
四
月
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
五
十
九
号

群
馬
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
群
馬
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二

年
群
馬
県
条
例
第
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（
基
準
給
与
年
額
の
算
定
方
法
）

第
二
条

条
例
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
（
第
三
項

に
お
い
て
「
知
事
等
の
基
準
給
与
年
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
が
生
じ
た
日
（
以
下
「
知

事
等
の
基
準
日
」
と
い
う
。
）
を
含
む
月
に
お
い
て
支
給
さ
れ
、
又
は
支
給
さ
れ
る
べ
き
法
第

二
百
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
酬
又
は
法
第
二
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
料

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
報
酬
又
は
給
料
」
と
い
う
。
）
の
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

（
知
事
等
の
任
期
が
十
二
月
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
報
酬
又
は
給
料
の
額
を
任
期
当

た
り
の
額
に
換
算
し
て
得
た
額
）

二

知
事
等
の
基
準
日
を
含
む
会
計
年
度
に
お
い
て
支
給
さ
れ
、
又
は
支
給
さ
れ
る
べ
き
期
末
手

当
、
勤
勉
手
当
、
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
又
は
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
の
額
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
期
末
手
当
等
の
額
」
と
い
う
。
）
を
一
会
計
年
度
当
た
り
の
額
に
換
算
し
て

得
た
額
（
知
事
等
の
任
期
が
十
二
月
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
期
末
手
当
等
の
額
を
任

期
当
た
り
の
額
に
換
算
し
て
得
た
額
）

三

知
事
等
の
基
準
日
を
含
む
月
に
お
い
て
支
給
さ
れ
、
又
は
支
給
さ
れ
る
べ
き
手
当
（
扶
養
手

当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
又
は
寒
冷
地
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
こ
れ
ら
の
手
当
及
び
前
号
に
掲
げ
る
手
当
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
扶
養
手
当

等
以
外
の
手
当
」
と
い
う
。
）
の
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額
（
知
事
等
の
任
期
が
十
二
月
に

満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
扶
養
手
当
等
以
外
の
手
当
の
額
を
任
期
当
た
り
の
額
に
換
算
し

て
得
た
額
）

２

前
項
の
報
酬
、
給
料
又
は
手
当
の
額
に
は
、
知
事
等
が
そ
の
職
責
に
関
係
す
る
他
の
職
を
知
事

等
の
基
準
日
時
点
に
お
い
て
兼
ね
て
い
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
報
酬
、
給
料
又
は
手
当
を
含

む
も
の
と
す
る
。

３

知
事
等
の
基
準
日
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
が
最
も
高
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い
額
を
知
事
等
の
基
準
給
与
年
額
と
す
る
。

４

条
例
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
（
第
六
項
に
お

い
て
「
地
方
警
務
官
の
基
準
給
与
年
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

知
事
等
の
基
準
日
を
含
む
月
に
お
い
て
支
給
さ
れ
、
又
は
支
給
さ
れ
る
べ
き
一
般
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
額
に
十

二
を
乗
じ
て
得
た
額

二

知
事
等
の
基
準
日
を
含
む
会
計
年
度
に
お
い
て
支
給
さ
れ
、
又
は
支
給
さ
れ
る
べ
き
期
末
手

当
又
は
勤
勉
手
当
の
額

三

知
事
等
の
基
準
日
を
含
む
月
に
お
い
て
支
給
さ
れ
、
又
は
支
給
さ
れ
る
べ
き
手
当
（
扶
養
手

当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
又
は
寒
冷
地
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
こ
れ
ら
の
手
当
及
び
前
号
に
掲
げ
る
手
当
を
除
く
。
）
の
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

５

前
項
の
俸
給
又
は
手
当
の
額
に
は
、
当
該
地
方
警
務
官
が
そ
の
職
責
に
関
係
す
る
他
の
職
を
知

事
等
の
基
準
日
時
点
に
お
い
て
兼
ね
て
い
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
俸
給
又
は
手
当
を
含
む
も

の
と
す
る
。

６

知
事
等
の
基
準
日
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
が
最
も
高

い
額
を
地
方
警
務
官
の
基
準
給
与
年
額
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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告 示■

◎群馬県告示第１２９号

群馬県県税条例第２１条第１項の規定による告示（令和元年群馬県告示第１８６号）の別途告示で定める期日は、

その期限が令和元年１０月１２日から令和２年４月２９日までの間に到来するものについて、同月３０日とする。

令和２年４月１７日

群馬県知事 山 本 一 太

◎群馬県告示第１３０号

群馬県県税条例（昭和２５年群馬県条例第３２号。以下「条例」という。）第２１条第１項の規定により、条例

第１６２条第１項及び第１６３条第１項に規定する自動車税の種別割の減免（条例第１５０条第２項に規定する証

紙徴収の方法によるものを除く。）に係る申請のうち、その期限が令和２年４月１日から同年６月２９日までの間

に到来するものについては、条例第１６２条第２項及び条例第１６３条第２項の規定により準用する条例第１６１

条第３項の規定にかかわらず、その期限を同月３０日とする。

令和２年４月１７日

群馬県知事 山 本 一 太

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活こども部県民活動

支援・広聴課において縦覧に供する。

令和２年４月１７日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 申請のあった年月日 令和２年３月３０日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人伊勢崎西部スポーツクラブ

３ 代表者の氏名 平林知巳

４ 主たる事務所の所在地 伊勢崎市連取町３０３８番地２

５ 定款に記載された目的 この法人は広く一般市民に対し、スポーツクラブ運営やスポーツ教室、スポーツ交流

大会などに関する事業を行い、誰もが気軽に、身近にスポーツ活動に参加できる環境を整え、市民の健康・体力

増進、地域・世代を超えた新たなコミュニティー創出を図り「スポーツで元気なまちづくり」の実現に寄与する

ことを目的とする。

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により神流川用水土地改良区の定款の変更を令
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和２年４月３日認可したので、同条第３項の規定により公告する。

令和２年４月１７日

群馬県知事 山 本 一 太

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により大間々用水土地改良区の定款の変更を令

和２年４月８日認可したので、同条第３項の規定により公告する。

令和２年４月１７日

群馬県知事 山 本 一 太

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第４号の規定により、次のとお

り道路を指定した。

令和２年４月１７日

群馬県知事 山 本 一 太

指定に係る 指定に係る 指 定 番 号
指定に係る道路

道路の種類 道路の位置 指定年月日
番号 の延長及び幅員

メートル

群馬県指令前土第３０ －１１ 法第４２条第１項 北群馬郡吉岡町大字南下 延長 １３８．００ １
号第４号に規定する 字大薮１８２－１、２６ 幅員 ５．００

道路 ０、２６４、２６５－ ～７．００ 令和２年３月１３日
１、２６５－２、２７０
－１、２７１－１、２７
０－１先

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置を指定した。

令和２年４月１７日

群馬県知事 山 本 一 太

指定に係る 指定に係る 指 定 番 号
指定に係る道路

道路の種類 道路の位置 指定年月日
番号 の延長及び幅員

メートル

１ 法第４２条第１項 吾妻郡東吾妻町大字原町 延長 ８１．００ ６群馬県指令中土第３０６０
－ 号第５号に規定する 字下之町４４９番１ 幅員 ６．１０ ２

道路 令和２年３月５日

群馬県指令前土第３０４－１２ 同 北群馬郡吉岡町大字北下 延長 ２２．３１
５号字畑中２０７－８、２０ 幅員 ４．１４
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８－２の一部、２０８－ ～４．７７ 令和２年３月１３日
２先の一部

群馬県指令前土第３０４－１３ 同 北群馬郡吉岡町大字下野 延長 ８５．８２
６号田字見城１２７６－１ 幅員 ５．０１

～５．２０ 令和２年３月３０日

選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第２０号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により届出のあった政治団体の名称等は、次

のとおりである。

令和２年４月１７日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

会計責任者の
主 た る 事 務 所 の 所 在 地代表者の氏名

氏 名
政 治 団 体 の 名 称

届 出 年 月 日

伊勢崎洗心洞 大嶽敏夫 吉澤泉 伊勢崎市国定町２－２１９３－４

令和２年３月１６日

金井とみお後援会 金井登美雄 金井順子 安中市松井田町上増田２５９

令和２年３月２７日

◎群馬県選挙管理委員会告示第２１号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により届出のあった政治団体の異動事項は、

次のとおりである。

令和２年４月１７日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

１ 政党の支部

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

自由民主党群馬県柔道整復 代表者の氏名 原澤研祐 大藤忠昭 令和元年
師会支部 ５月１９日

立憲民主党群馬県館林市支 会計責任者の 山口和俊 今野幸作 令和２年
部 氏名 ３月３０日
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２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

浅見たけし後援会 会計責任者の 浅見幸祐 浅見裕 令和元年
氏名 １２月１６日

足立としゆき安中後援会 代表者の氏名 萩原永史 小板橋公治 令和２年
３月９日

会計責任者の 萩原哲也 萩原永史 令和２年
氏名 ３月９日

足立としゆき伊勢崎佐波後 代表者の氏名 岩瀬正範 萩原健次 令和２年
援会 ３月９日

会計責任者の 小島克也 柏井喜市 令和２年
氏名 ３月９日

足立としゆき太田後援会 代表者の氏名 髙橋明 守屋清 令和２年
３月９日

会計責任者の 守屋光浩 岩崎武則 令和２年
氏名 ３月９日

足立としゆき桐生みどり後 代表者の氏名 大川弘志 山藤浩一 令和２年
援会 ３月９日

会計責任者の 吉野雅比古 吉田栄佐 令和２年
氏名 ３月９日

足立としゆき多野藤岡後援 代表者の氏名 富澤博邦 塚本定夫 令和２年
会 ３月９日

池田ゆうすけ後援会 会計責任者の 池田后子 竹内國雄 令和２年
氏名 ３月３０日

伊藤きよし後援会 主たる事務所 安中市原市４－４－２８ 安中市原市１４７２ 令和２年
の所在地 ３月４日

岩上憲司後援会 主たる事務所 前橋市二之宮町１５７９ 前橋市二之宮町１３７６ 令和２年
の所在地 －２ －７ ３月１０日

会計責任者の 服部葉子 岩上由一 令和２年
氏名 ３月１０日

かどくら邦良連合後援会 会計責任者の 伊藤知彦 黛敦子 令和２年
氏名 １月７日

木村浩明後援会 会計責任者の 木村悦子 田島徳之 令和２年
氏名 ３月１日

熊川次男を励ます会 会計責任者の 熊川俊充 湯浅秀義 令和元年
氏名 １２月１日

黒岩敏行後援会 会計責任者の 黒岩恭江 安齋信行 令和２年
氏名 ３月２６日

群馬の未来をつむぐ会 代表者の氏名 久須見一男 内川雅清 令和２年
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２月８日

幸福実現党高崎後援会 主たる事務所 高崎市若松町２８３ 高崎市あら町６－３ 令和２年
の所在地 ２月２９日

会計責任者の 髙木義彰 森田貴行 令和２年
氏名 ２月１日

全宇宙連合地球国家党 会計責任者の 前田郁子 前田廣子 令和元年
氏名 １２月３１日

中沢丈一政経会 代表者の氏名 木村芳雄 関口隆幹 令和２年
３月１６日

日本茶の会 主たる事務所 前橋市駒形町１１６５－ みどり市笠懸町久宮５３ 令和元年
の所在地 １２ ２－９ ５月１日

はばたけ沼田新時代 主たる事務所 沼田市上原町１７５６－ 沼田市上原町１７５６－ 令和２年
の所在地 ２００ １７ ３月２６日

前橋の未来を拓く会 主たる事務所 前橋市二之宮町１５７９ 前橋市二之宮町１３７６ 令和２年
の所在地 －２ －７ ３月１０日

会計責任者の 服部葉子 岩上由一 令和２年
氏名 ３月１０日

緑無限之塾 主たる事務所 伊勢崎市波志江町１９９ 伊勢崎市境島村５３６４ 令和２年
の所在地 －２ ３月１０日

山﨑正男後援会 代表者の氏名 黒崎浩平 後藤公平 令和２年
３月２６日

山本龍後援会 主たる事務所 前橋市千代田町２－７－ 前橋市野中町３８６ 令和２年
の所在地 １９ ２月１２日

吉野たかし後援会 代表者の氏名 古市敏文 坂本時造 令和２年
３月２５日

会計責任者の 吉野隆 関口雅友 令和２年
氏名 ３月２５日

渡一美後援会 会計責任者の 渡宗一 片貝ひふ美 令和２年
氏名 ３月２４日

◎群馬県選挙管理委員会告示第２２号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。

令和２年４月１７日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

１ 政党の支部

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日
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自由民主党群馬県高崎市第七支部 関根圀男 令和元年１２月３１日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日

今成信司後援会 小野澤健太郎 令和元年１２月３１日

岩本まこと後援会 岩本仁 令和２年２月２９日

ＮＣ会 小林美知夫 令和元年１２月３１日

大沢正明各種団体後援会 奥木功男 令和２年２月２９日

大沢正明地方自治懇話会 松浦幸雄 令和２年２月２９日

木村よしあき後援会 木村純章 令和元年１２月３１日

清明会 大沢正明 令和２年３月８日

正和会 髙橋正 令和元年１２月３１日

関根くにお後援会 相原武 令和元年１２月３１日

田中しげお後援会 田中茂雄 令和２年３月１０日

はばたく群馬の会 宮本貴 令和２年２月２９日

不破弘樹後援会 不破弘樹 令和２年３月２４日

星野ふみお後援会 山本孝男 令和元年１２月３１日

丸山正三後援会 岩崎幸代 平成３０年１２月３１日

◎群馬県選挙管理委員会告示第２３号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により届出のあった資金管理団体の名称等

は、次のとおりである。

令和２年４月１７日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

資金管理団体の
届 出 を し た 者 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 指定年月日
（代表者）の氏名

窪田出 前橋市議会議員 出会 前橋市文京町３－２６－９ 令和２年
３月２４日
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◎群馬県選挙管理委員会告示第２４号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第１９条第３項の規定により届出のあった

資金管理団体の異動事項は、次のとおりである。

令和２年４月１７日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

法第１９条第３項第３号による届出

資金管理団体
資金管理団体
の届出をした 異動事項 新 旧 異動年月日

の 名 称
者 の 氏 名

相沢崇文 相沢崇文後援 公職の種類 群馬県議会議員 桐生市長 平成３１年
会 ４月３０日

伊藤清 伊藤きよし後 主たる事務 安中市原市４－４－２８ 安中市原市１４７２ 令和２年
援会 所の所在地 ３月４日

松本基志 高志会 公職の種類 群馬県議会議員 高崎市議会議員 平成３１年
４月３０日

山本龍 山本龍後援会 主たる事務 前橋市千代田町２－７－ 前橋市野中町３８６ 令和２年
所の所在地 １９ ２月１２日

◎群馬県選挙管理委員会告示第２５号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第１９条第３項の規定により資金管理団体

でなくなった旨の届出のあった資金管理団体の名称等は、次のとおりである。

令和２年４月１７日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

法第１９条第３項第２号による届出

資金管理団体の届出をした者の氏名 資金管理団体の名称 資金管理団体でなくなった年月日

石倉稔 石倉稔後援会 令和２年３月３１日

織田沢俊幸 織田沢俊幸後援会 令和２年３月２４日

神山繁 神山しげる後援会 令和元年１２月３０日

大沢正明 清明会 令和２年３月８日

木村純章 木村よしあき後援会 令和元年１２月３１日

髙橋正 正和会 令和元年１２月３１日

田中茂雄 田中しげお後援会 令和２年３月１０日

不破弘樹 不破弘樹後援会 令和２年３月２４日
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◎群馬県選挙管理委員会告示第２６号

次の団体は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第２項の規定により、令和２年４月１日以

降、政治活動（選挙運動を含む。）のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となったので、同条

第３項の規定に基づき、公表する。

令和２年４月１７日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地
会計責任者の
氏 名

あさい雅彦と共に明日の前橋を咲 浅井直行 浅井信子 前橋市大利根町２－１０－７

かせる会

群馬県酪農政治連盟 木村一成 品川文隆 前橋市亀里町１３１０

桜井もとひろ後援会 櫻井基博 坂井洋子 前橋市元総社町１８８８－５－１０６

しぶきしげる後援会 澁木茂 澁木敬子 邑楽郡大泉町東小泉２－１－１０

新水月会 石坂俊樹 渡辺政美 利根郡みなかみ町上牧２０７０－１

田部井多市後援会 小林晃 田部井淳 みどり市大間々町桐原９０－４

地域政策研究会 新井道夫 新井利榮 伊勢崎市間野谷町６６５

戸丸忠道後援会 戸丸忠道 戸丸とし子 利根郡片品村菅沼７２

野本けんじ友の会 萩原幸三 野本和雄 邑楽郡明和町千津井７９４

藤生浩二後援会 藤生浩二 新井道夫 伊勢崎市間野谷町６６５

松風後援会 松本利雄 柳沢清吾 富岡市相野田２０５－１

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

令和２年４月１７日

群馬県警察本部長 松 坂 規 生

１ 落札に係る物品等の名称 交通安全施設保守点検等業務委託

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県警察本部警務部会計課調度・契約係 群馬県前橋

市大手町一丁目１番１号

３ 落札者を決定した日 令和２年３月２６日

４ 落札者の名称及び所在地 日信電子サービス株式会社群馬営業所 群馬県高崎市井野町１１２２－１
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５ 落札金額 １０５，６００，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 令和２年２月１２日

正 誤■

○入札公告正誤

令和２年３月１７日付け入札公告（一般競争入札の実施）

発行番号 ページ 行 誤 正

第９７８３号 ７ ２５ 会計課 会計課（同月１日以後は、会計管理
課）

８ １ 会計課契約調達係 担当 櫻井 優 会計課契約調達係 担当 櫻井 優
美 美（令和２年４月１日以後は、会計

管理課契約調達係 担当 白岩 光
司）

８ １２ 会計課長 会計課長（同月１日以後は、会計管
理課長）
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